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住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び 

職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について 
 

 

 

住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス

感染症対応の特例として、令和３年９月末までの間、介護以外の離職や休業等に伴う

収入減少等の場合でも、３か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本

特例の申請の受付期間を令和３年11月末まで延長することとします。(本特例による再

支給は１度限りとなります｡) 

また、令和３年11月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応

の特例として、引き続き、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を可能とし

ます。 

（※詳細は追ってお示しし、関係省令を改正します｡） 
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